
 

      

 

 

 

 

 

映像で学ぶ！はじめての「成年後見制度」を 

中止します 

 
標記の件につきまして、下記のとおり予定していましたが、緊急事態

宣言の発令を受け、開催中止を決定します。  

 

（中止内容）  

1 日   時    5 月 29 日（金）  

午前 10 時～ 11 時  

2 場   所    総合保健福祉センター  

3 主   催    三木市成年後見支援センター  

 

 

問い合わせ先  三木市成年後見支援センター  電話： 83-0226  

三木市健康福祉部介護保険課介護予防係  

電話： 82-2000(内線 2305)  

 

 

 

健康福祉部介護保険課  

担当：課長  大江雅弘  

内線： 2355 
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